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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度３月定例役員会報告

［日時］平成28年３月23日水 13：30～　［会場］エイト会館
■出席者：岸支部長、大和副支部長、山副支部長、矢吹副支部長、加藤副支部長、岡部委員長、

五十嵐（事務局）
■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.支部長挨拶／岸支部長

2.協議事項

①平成28年度通常総会の件／各委員会事業計画、予

算、支部表彰者（功労者・功績者・退任役員）

功労者表彰・・・業界自営歴、勤務歴を合算した年数が

30年以上で満60歳を超えた者

功績者表彰・・・札幌支部役員歴が通算10年以上の退

任役員又は特に顕著な功績のあった

退任役員

４月22日㈮　 16：00～

TKPガーデンシティ札幌駅前

４月７日㈮　　11：00～

平成27年度会計監査

12：00～

４月定例役員会

（総会に向けての議案審議）

　②平成28年度札幌支部執行部役員について

3.委員会報告／各委員長

・経営革新･マーケティング委員会／加藤委員長

　……「くみたてーる」について。教育・研修委員会と最

終調整段階。

・環境・労務委員会／大和委員長

・組織・共済委員会／山委員長

……３月決算、新年度予算について。

４月７日㈭　11時より平成27年度分監査。

・教育・研修委員会／矢吹委員長

……「くみたてーる」について。

経営革新・マーケティング委員会と最終調整段

階。

・青年部委員会／岡部委員長

4.月次決算報告／五十嵐

・未収金回収、賦課金納入状況報告。

5.その他

①「プリンティング札幌４月号」原稿の件

・ガソリン共同購入について

フェリーロードサービスから陸自共同組合に変更

・ハイデルフォーラムについて

平成28年４月20日㈬　15：30～

・４月１日施行「障害者差別解消法」について

・生命共済、設備共済について

・平成28年度札幌支部通常総会案内

・エコキャップ回収状況

・組合員紹介等

次回予定：４月７日13時半より開催
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平成28年度 通常総会開催のご案内
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生命共済制度（ライフピア）のご案内

合独自の共催事業のひとつである、生命共済制度をご存じでしょうか？
この制度は昭和 51 年４月に発足し、我々組合員企業にとってとってもお得な共済制度です。
特徴として、死亡・高度障害の他、不慮の事故による障害や入院について、24 時間保障する共済制度で

す。新規加入は 70 歳まで加入でき、75 歳まで保障が継続されます。
また、掛金の個人負担加入や配偶者の加入も可能です。
平成 13 年４月から、全日本印刷工業組合連合会共済センターを契約団体として運営しています。
※契約高は平成 28 年２月現在、約 325 億円

＜おすすめのポイント＞
★平成20年度より掛金がお安くなり、さらに加入しやすくなりました。
★割安な掛金で大きな保障が得られます。掛金は月額男性 359円・女性 302円から（15歳～35歳、死亡保

険金 100万円の場合）。
★保険金は災害で最高 2,000万円、不慮の事故による障害や入院についても24時間保障します。
★加入期間を満了された場合には、長寿祝金が贈られます。
★企業が掛金を負担する場合、掛金は全額損金または必要経費となりますので弔慰金・見舞金等従業員の福

利厚生制度として役立ちます。
★制度の剰余金から、毎年配当金が還元されます。（平成26年度は掛金の38.0％でした）
★本制度はいわゆる“掛け捨て”の商品です。“掛け捨て”というと一般的には敬遠されがちですが、“掛け捨て”

でない保険は、その分高い保険料を支払うことになります。予定利率の引き下げなど低金利が続く現在の
情勢では、保障と貯蓄は区別して考えるべきであり保障のみに限定した本制度はむしろ有利な商品と言えま
す。

加入されていない方は、是非ご検討ください！

組織・共済委員会より
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障がい者差別解消法について社会に求められる合理的配慮

「障がい者差別解消法」とは、国連の「障がい者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の

一環として、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、本年４月１日に

一部の附則を除き施行された法律です。

北海道でも保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課が、ガイドラインを公開しています。

北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課ホームページ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/

「不当な差別的取扱い」は、役所も会社もお店もしてはいけません。

例えば障がいを理由として、お店や施設を利用できない場合は障がいのない人と違う扱いを受けているの

で、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。

ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮」は、役所はしなければなりません。会社やお店は、努めなければなりません。

例えば、会議を開催する前に主催者がどのような支援が必要かを確認するなどの「合理的配慮」（例：知的

障がいの人であれば、支援者の同席。聴覚障がいの人であれば、手話通訳者の同席など）が必要。「合理的配

慮」をしないことは、差別にあたります。「合理的配慮」のために他のやり方はないかなど、お互いに話し合いな

がら必要な工夫ややり方を考えましょう。としています。

法律では国の行政機関や地方公共団体などには、この合理的配慮の提供が義務化されましたが民間事業

者に対しては努力義務としています。

また、法律は国や地方公共団体に対して差別解消をすすめるための啓発を行うことを求めています。行政と

民間が一体となり、多くの人に情報を届けるような政策が欠かせなくなります。

私たちは、印刷物やホームページ制作などを通じこの「情報を加工する」ことを生業にしています。今後

益々、伝えるべき（伝わるべき）情報保証を担保する必要がありお客様からも求められるでしょう。その手段と

は、カラー（メディア）ユニバーサルデザインの活用でありユニバーサルフォントの利用であります。

障がいのある人が暮らしやすい社会は、誰もが暮らしやすい社会です。私たちはこれから一企業人として、

一市民として、誰もが平等に安心して暮らすことのできる社会づくりのための新たなスタート地点にしなければ

ならないといえるでしょう。

北海道印刷工業組合札幌支部　支部長　岸　　　昌　洋
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4月20日㈬ ハイデル・フォーラム21
北海道地区会セミナー開催のご案内

拝啓　早春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ハイデル・フォーラム 21北海道地区会（北海道地区会長：岸 昌洋）が主催する北海道地

区会セミナー開催につきましてご案内申し上げます。

厳しい経済状況、市場環境の中でも企業独自の努力によって成長し続け、地域社会からも愛され

ている企業がたくさんあります。それらの企業に共通するものとは一体何でしょうか。こうした会社は、

「景気や政策が悪い」、「業種・業態が悪い」、「規模が小さい」、「ロケーションが悪い」というよくある“５

つの言い訳“をことごとく否定してみせます。講演は、『日本でいちばん大切にしたい会社』全 4 冊が、

ベストセラーとなり、社会現象を巻き起こした坂本光司先生にご登壇頂きます。

講演では、いい会社になるための100 の経営指標について解説頂き、企業規模、業種、場所を問

わず、経営現場で目指すべき指標とはどうあるべきかを学んでいただきます。

ぜひこの機会に、社員の皆様お誘い合わせの上、ご参加賜わりますようご案内申し上げます。

敬　具　

ハイデル・フォーラム 21　北海道地区会

記

■ 開催日時：４月20日㈬　15：30～17：00（受付開始：15：00）

■ 開催場所：ロイトン札幌　札幌市中央区北1条西11丁目　TEL. 011-271-2711

　 講　　師：坂本　光司 氏  法政大学大学院　政策創造研究科教授

　　　　　　 『日本でいちばん大切にしたい会社　～いい会社になるための100の“経営指標”～』

	福井県立大学教授・静岡文化芸術大学教授等を経て 2008

年 4 月より法政大学大学院政策創造研究科教授及び法政

大学大学院イノベーションマネジメント研究科（MBA）

客員教授。この間交流やグループ化の支援をしたグルー

プは 100 を超え、現在も「静岡県中小企業経営革新フォ

ーラム 21」ほか 15 団体の国、県、市町や商工会議所等

団体の審議会や委員会の委員を多数兼務。

■ 主　　催：ハイデル・フォーラム21　北海道地区会

■ 共　　催：北海道印刷工業組合、ハイデルベルグ・ジャパン

■ 参 加 費：無料（※定員になり次第、受付を終了させていただきます）

■ お申込み：別紙、参加申込書にて、４月15日㈮までにご連絡ください。

■ お問合先：ＨＤＦ21事務局（ハイデルベルグ・ジャパン内）

　　　　　　 担当：太田　TEL. 03-5715-7373
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印工組独自の共済事業「団体扱給油事業」のご案内
ガソリン・軽油が市価より廉価

北海道印刷工業組合は独自な共済事業として、ガソリン・軽油が市価より廉価で購入できる「団体

扱給油事業」を実施しています。

団体扱給油事業は、これまでフェリーロード協同組合と連携して行っていましたが組合員により、

有利な条件で利用いただくため新たに陸自総合協同組合と業務委託の契約を締結しました。

この団体扱給油事業は、ガソリンと軽油が対象で組合員企業の自動車の給油を団体扱いで取り組

みことにより、市販のガソリン・軽油価格より廉価で購入できることから組合員企業の経費削減の一

助を目的としています。また、従業員の自動車も対象になるので福利厚生の向上にも利用できます。

価格基準は、道内一律価格となっており対象製品はハイオクガソリン及びレギューラーラソリン、

軽油の３種類となります。

給油先は、ENEOS、コスモ、出光の全道のガソリンスタンドとなり同一の看板（メーカー）であれ

ば、どのスタンドで給油しても契約価格で給油でき代行手数料は不要です。

価格は、資源エネルギー庁石油情報センターの当月全国平均価格からガソリンは４円引き（コスモ

は５円引き）、軽油は同じく７円引き（コスモは８円引き）となり、これが基準価格となります。

実際の販売価格は、この基準価格を下回る価格で取引きが行われています。（下表参照）

給油方法は、給油カードを使用しキュッシュレスで後払い（口座振替・振込み）。

また、利用明細が発行されるため車両管理にも役立てることができます。

この制度の利用にあたって、出資金 10,000 円（退会時に返還）と１法人 1,200 円の年会費が必

要で、加入にあたっては与信審査があります。

団体扱給油事業価格（陸自騒動協同組合）
基準価格　資源エネルギー庁　石油情報センター

【レギュラーガソリン】　　　　　　　　　　　　　 【軽油】
ＥＮＥＯＳ・出光　　　　　　　　　　　　　　　 ＥＮＥＯＳ・出光

*COSMOは、全国平均の5.0円引きになる　　　 　　　　　  *COSMOは、全国平均の8.0円引きになる

組織・共済委員会より
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「生産性向上設備投資促進税制」のご案内

補正予算、中小企業等の省エネ・生産性革命
投資促進事業費補助金公募開始

「女性活躍加速化助成金」のご案内

「生産性向上設備投資促進税制」は質の高い設備の投資について、即時償却又は最大５％の税額控除が適

用出来る税制措置です。

■ パンフレット・概要は下記リンクから
http://mail.mirasapo.jp/c/aU7yadtSfvs43pab

また、中小企業が生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合には取得価額の30％の特別

償却又は７％の税額控除といった、更に上乗せの特例もあります。

■ パンフレット・概要は下記リンクから
http://mail.mirasapo.jp/c/aU7yadtSfvs43pac

■ この１年がラストチャンスです！ぜひご検討ください。
http://mail.mirasapo.jp/c/aU7yadtSfvs43pad

平成 27 年度補正予算中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の公募が３月 22 日か

ら開始されました。今回は、⑴昨年のような 性能証明書方式ではない、⑵先着順ではない、⑶下限 30 万円

で規模の小さな案件も実施できる、などの特徴があります。

■ 詳細及び問合せは下記リンクから
　 （一般社団法人環境共創イニシアチブ）

https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html

女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）に基づき、自社の女性の活躍に関

する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内容（「取組目標」）等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、

計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主及び、数値目標を達成した事業主に対して助成

金が支給されます。

【助成金の種類と支給金額】
●加速化Ａコース：「取組目標」を達成した中小企業事業主に対して支給

支給額：30万円（1事業主１回限り）

●加速化Ｎコース：「取組目標」を達成した上で、「数値目標」を達成した事業主に対して支給

支給額：30万円（１事業主１回限り）

■ 内容の詳細は下記リンクから
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/

joseikin-kasokua.pdf

■ 「支給申請の手引き」は下記リンクから
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/

joseikin-kasokuka-panhu.pdf



9APR, 2016



10 VOL.484

北海道印刷工業組合札幌支部　メールアドレス登録のお願い

編集後記
平成２８年新年度がスタートしました。今

年度も組合員、そして関連企業様にご満足

いただけるようなイベントを開催したいと思

います。乞う御期待！

札幌支部　事務局　五十嵐

札幌支部では、組合員企業に有益な情報を配信するために本誌、「プリンティング札幌」の誌面やファク
シミリ等で研修会のご案内、事業のお知らせ等 を行っておりますが、有益な情報をより即時にご提供する
ために貴社のメールアドレスのご登録をいただきたくお願い申し上げます。

何卒、主旨をご理解いただきまして、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが別紙の申込用紙に必要事項をご
記入いただき、メールもしくはＦＡＸにて組合事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。
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札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビル
TEL： 011-700-5505　FAX： 011-700-5532

リコージャパン株式会社

ビジネスを変革する
この表現力
ホワイトやクリア印刷を可能に




